
明治期倫理思想の一考察

- 井上円了の倫理学説とその問題点-

熊 田 健 二

Ⅰ

明治期,封建教学の崩壊と欧米倫理思想の受容による日本近代倫理学の形

成期の思想家の一人に,井上円了がある｡

井上円了は,1858(安政 5)年,新潟県の真宗の寺に生まれた｡長岡洋学

校 (長岡中学の前身)に学んだ後,京都東本願寺の教師学校に入り (77年),

真宗僧侶としての教育を受けた｡78年上京して東京大学予備門に入学,85年

に28歳で東京大学文学部哲学科を卒業した｡84年,哲学科在中に哲学会の創

立に参画,87年に哲学館 (1904年,哲学館大学- 東洋大学の前身- とな

る)を開いた｡啓蒙哲学者として広く社会に活躍,東大での師であった井上

哲次郎と共に ｢両井上｣と称された01919年投.

井上が自ら語ったところによると,彼はもともと仏門に生まれ仏教者とし

ての教育を受けた｡しかし長ずるに従い仏教の真理性に疑問を抱くに到り,

真理を求めて儒学 ･キリスト教を学んだ｡しかしそのいずれも真理とするに

足らざることを知り,後更に哲学を研究した結果,｢真理は儒併両教中に存

せず,耶蘇教中に存せず,独り泰西講する所の哲学において存するを知る｣

に至った｡更に哲学の立場に立って翻って諸宗教を考察すると,耶蘇教 ･儒

教の真理に非ざることは明瞭であるのに対して,｢独り沸教に至っては其の
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説大に哲理に合するを見｣いだす1)｡ 即ち井上によれば ｢仏教は真如の理体

を教本とし因果の理法を規則とし之を宗教の上に応用して心安立命の道を教

ふるもの｣であり,｢哲学の論理に基き理学の実験による者｣2)に他ならな

いのである｡

この認識に立って,以後井上は啓蒙的かつ護教的哲学者として多くの著作

を著した｡倫理学の領域におけるものとしては,『倫理通論』(1889),『倫理

摘要』(1891),及び 『日本倫理学案』,『思考活論』(1893)がある｡この中,

前二著と後二者との間ではその立論に大きな変化が見られる｡その原因とな

ったもの,それは- 独り井上においてのみならず,広く社会に重大な影響

をもたらした- ｢教育勅語｣(1890)に他ならない｡本稿においては,『倫理

摘要』までを井上の長い思想営為の第 Ⅰ期,『日本倫理学案』を第Ⅱ期として,

その比較検討を試みる｡

ⅠⅠ

明治以降,近代欧米思想の受容の上に著わされた,日本人による最初の倫

理学書は,井上哲次郎 (1855-1944)の 『倫理新説』である｡『倫理新説』は

もと1881(明治13)年- この年,井上円了は東京大学予備門に在学中- に

東京大学において ｢倫理ノ大本｣と題して行った講演を83年に刊行したもの

である｡

この書において井上は ｢道徳ノ基地｣即ち ｢善悪ノ標準｣を論じ, ｢化醇

主義二本ヅキ,化醇ノ紀律二導ヒ,完全ノ域二速スルヲ以テ道徳 ノ基祉 ト

ス｣ることを主張する3)0

井上によれば ｢古来ノ倫理教｣(倫理学説)は多々あるが究極 ｢直覚教｣

Inhitionism と ｢主楽教｣Hedonismに大別される｡ しかし子細に検討する

と ｢其大体-蓋シ皆同一ナリ,何ントナレバ,直覚教モ主楽教モ皆幸福ヲ得

ルヲ以テ人生ノ正鵠 トス,唯々其幸福ヲ得ルノ方法ヲ異ニスルノミ｣である

(『倫理新説』S.9ff)｡このことは東洋の倫理思想また諸宗教においても同
0o

様である｡人生の目的は ｢幸福｣の追求,換言すれば ｢理想ヲ眼前二設ケ,
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之二向テ鋭進｣するにある｡それでは ｢人ノ本分-果シテ理想二達スルニ在

リヤ,萄モ本分ノ本分タル所以ヲ理合セバ,倫理ノ大本従テ得ベキナ リ｣

(S.24f)0
0000

井上は次のように主張する｡｢宇宙｣の ｢本体｣は ｢寓有成立｣(ユニウエ

ルサル エキジステンス universalexistence)であり,一切の ｢客観｣は

その ｢表象｣である (S.38,52)｡このことは ｢洋ノ東西ヲ論ゼズ｣宇宙の

本体の究明を試みた者の等しく認めるところであり,｢唯其名 ヲ異ニスルノ

ミ｣であるという(S.40)4)｡ この宇宙の本体たる万有成立から一切の表象

世界が,｢勢力ノ趨向｣即ち ｢化醇ノ紀律｣に従 って現象する｡｢化醇ノ紀

律｣それは進化の法則に他ならない｡｢凡ソ生命アル者ハ,百二月二化醇シ
0000

チ,純全ノ域二近ヨラザル者ナシ｣｡それ故進化の法則たる ｢適種生存ノ理

法｣に従い,｢自力ラ改良 シテ勢力ノ趨向二順鷹｣する者のみがその生存を

維持することができる(S.54).故に人間も｢勢力ノ趨向ニJlB鷹センコトヲ務

メ｣なければならない(S.56)｡この ｢現在 ノ状態 ヨリモ善ク勢力 ノ趨向二

順鷹｣しようとする意識が ｢理想｣である(S.58)｡井上によれば ｢古来勢力

ノ趨向二順慮セントスルニ汲々タル者ヲ呼デ聖人 卜構ス｣るのである(S.59)｡

以上の井上の所説は独断的であり,哲学史上の事実に関しても又論理的に

も粗雑な論といわざるを得ない｡しかし1880年代,又従来の封建教学に比す

るとき,ヨーロッパの思想と科学の知識に彩られた井上の所説は正に｢新説｣

であったといえよう｡井上は82年東京大学助教授となり,81年秋文学部哲学

科に入学した井上円了はその教えを受けることとなる｡以後第 Ⅰ期 ･第Ⅱ期

とも井上円了に対する井上哲次郎の思想的影響は著しい5)｡

ⅠⅠⅠ

井上円了の 『倫理通論』および 『倫理摘要』の二著は,井上哲次郎の 『倫

理新説』の基本線上にあるものと考えることができよう｡前者は ｢ベン,ス

ペンセル,ダーウヰン等の書に基き｡道徳進化の理を論定せるもの｣であり,

後者は前者に基きつつ ｢教科用書｣として ｢倫理の大要を略述｣したもので
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ある6)0

『倫理通論』は,人生目的,善悪標準,道徳本心,行為進化,各家異説,

諸説分類の各篇からなる (『倫理摘要』もほぼ同様である)0『倫理新説』に

較べ遥かに組織的体系的であるといえよう｡以下両書に見られる井上の倫理

学説の要点を,ィ.倫理学の定義,ロ.人生の目的,ノヽ 道徳の基虻,i.道徳

本心 (良心)の各項について摘記する｡

ィ.倫理学の定義 井上は倫理学(ethics,moralphilosophy,moralSci-

ence)を定義し,それが倫 ｢理学｣であること,即ち理学 scienceであるこ

とを主張する｡倫理学とは ｢善悪ノ標準道徳ノ規則ヲ論定シテ人ノ行為挙動

ヲ命令スル学問ヲ云り｣｡｢論定スル｣とは ｢論理上考定究明スル｣ことを意

味する7)｡ これに対し ｢古来世間二侍-ル所ノ修身学｣- 孔孟ノ修身学,

耶蘇教ノ道徳学,道義学等- は ｢仮定臆想二出ブルモノ｣に過ぎない｡例

えば

孔孟ノ修身学ノ如キハ仁義穫譲ヲ以テ人ノ道卜定ムルモ如何ナル理由ア

リテ仁義穫譲ハ人ノ道タルヲ究メズシテ唯,一二之ヲ天然二定マリタル

モノノ如ク信ジ萄モ人タルモノ-必之ヲ守ルベキモノト偲定スルニ過ギ

ズ (中略)故二余-此ノ如キ修身学二倫理学ノ名栴ヲ輿フルノ不適嘗ナ
BEiin'E

ルヲ知ル凡ソ理学即チ ｢サンエンス｣ノ名構-論理上種種ノ事賓ヲ考究

シテ一定ノ規則ヲ審定シー派ノ撃系ヲ組成スルモノヲ云フ｣｡(『通論』S.

4ff｡)0

井上の目指すところは ｢理学上倫理ノ新礎ヲ起シテ｣ (『通論』S.47)

Scienceとしての倫理学を確立するところにある｡ここに井上のこの時期に

おける啓蒙主義的姿勢が明確に窺われよう｡

ロ.人生の目的 ｢凡ソ修身斉家ノ道タル之ヲ帰スルニ人間畢生ノ目的ヲ逮

スル方便二外ナラズ (中略)道徳モ一種ノ方便ナリ故二倫理ノ大本ヲ論ズル

ニ-必ズ先ゾ人生ノ目的ヲ論ゼザルベカラズ｣(『通論』S.58)0

井上は諸倫理学説を,『倫理新説』と同様に主楽教と直覚教に分つ｡しかし
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両者の相違は視角の相違より先ずるのであり,究極的には一致すべきであ

る8)｡

｢人生二目的アル-人頬紅合ノ存スルニヨル (中略)幸福ヲ以テ目的 トス

ル トキ-人類ハ益生育シ社合-益繁栄スルニ至ルベキ-自然ノ勢ナリ故二人

坐/目的ハ幸福二定メザルベカラズ｣(『通論』S.84f)｡人生の目的は幸福に

ある｡しかし幸福説には古来,自己の幸福を追求する ｢自愛｣,他人の幸福

の実現を目的とする ｢愛他｣,両者を共に目的とする ｢兼愛｣の三説が存す

る｡井上はこの三説の中,前二者がいずれも一方に僻するのに対し,｢兼愛ハ

此二者ヲ結合折衷スルモノナレバ其説最モ中正ヲ得タルモノ｣とする9)｡井

上によれば,

是レ膏二論理上然ルニアラズ賓際上之ヲ観ルモ (中略)社台ハ自身卜他

人 卜互二連合圃結シテ成り自身濁り社食ニアラズ又自身ヲ離レテ別二社

台アルニアラザレバ自身に他人 卜相全ウシテ始メテ牡合ノ生存ヲ見ルベ

シ若シ又之ヲ歴史ノ上二考フルニ古代ノ人民ハ唯自愛アルヲ知ルノミニ

テ愛他ヲ知ラズ漸ク進デ始メテ愛他/説起り愈進デ自他兼愛ノ歓クベカ

ラザルヲ知ルニ至ル (中略)即チ其進歩自愛ヨリ姶マリテ兼愛二終ルナ

リ是二由テ之ヲ推スニ将来ノ目的ハ兼愛二定メザルベカラザルコト明カ

ナリ｣｡(『通論』S.72f.)

兼愛,それは井上によれば ｢最上等ノ幸福ハ最多量ノ幸福ヲ最多数ノ人二

輿フルモノ｣即ちベンサムの説く ｢功利｣の原理に他ならない｡｢ベ ンサム

氏ノ功利教-其膏兼愛説ナリ (中略)斯賓撤氏モ自愛 卜愛他ノ各一万二僻ス

ルヲ見テ此二者ヲ結合調和スルモノヲ以テ目的 トセザルベカラザル所以ヲ論

ゼリ｣(『通論』S.71)｡即ち井上は倫理の大体をスペンサーの社会進化論を

導入したベンサ.みの ｢功利教｣に置くのである｡

ハ.道徳の基地 人生の目的を ｢幸福｣更に ｢最大多数の最大幸福｣に置

くとき,人間の行為の ｢善悪ノ標準｣即ち ｢道徳ノ基祉｣は必然的に定まる｡

｢人間一般ノ幸福ヲ全ウシタル行為-善ニシテ之ヲ妨グル行為-悪｣であ
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る10)｡しかし ｢幸福｣が善悪の標準であることは古今 ｢一定不変｣であると

しても,その具体的な内容は ｢古今変遷｣ して一定ではない｡即ち ｢標準｣

は ｢世 卜共二襲遷｣- ｢進化｣する｡したがって ｢善悪ノ標準｣は ｢幸福

ノ進化｣にある11)0

二.道徳本心 (良心) ｢人ニ-其善ヲ善 トシ其悪ヲ悪 トシ善ノ以テ求ムベ

ク悪ノ以テ避クベキヲ知ルノカアリ之ヲ道徳ノ本心 卜云フ前二挙グル所ノ良

心 卜稀スルモノ是レナリ｣(『通論』S.140)0

良心 conscientiaはヨーロッパ倫理学において基本的な概念であるが,日

本においては- その事実はもとより知られていたが- ｢良心｣の概念は

存 しなかった｡｢良心｣の語自体は中国古典の 『孟子』告子章句上八に見られ

る｡ しかしこの場合の良心は文字通り ｢良き心｣｢仁義之心｣を意味する｡同

じ 『孟子』の尽JL､章句上十五における ｢良知良能｣の語が,道徳上のapri･

oriな能力ないし働きとして conscientiaに近い｡しかし ｢良知良能｣は自

責の働らき (biiseGewissen)を合意 しない点において,直ちにconscientiaと

同語であるとすることはできない｡また良心の同義語として道徳 ｢本心｣の

語も使用されるが,＼これも 『孟子』告子章上十による12)0 『孟子』における

これらの語はいずれも<本然の,生来の>の義を有するとされる13)ところか

らconscientiaの訳語として用いられたと考えられる｡

良心の問題は近代ヨーロッパにおいても重要な論題であった｡それは人間

の本質理解に関わるからに他ならない｡ したがって日本におけるヨーロッパ

倫理学の受容においても,良心の問題は重要な意味をもつものとなる｡

井上円了は良心の成立 ･発達に関し ｢天賦論｣と ｢経験論｣の二説を挙げ,

天賦論では ｢善悪ヲ判定スルカ人ニヨリテ異ナリ世ニヨツテ異ナル所以解ス

ベカラズ｣等の理由を挙げてこれを却け,経験論をとる15)｡しかし ｢経験論

-未ダ道徳心ノ起ル所以ヲ謹明スル二足ラズ｣とし,良心を形成する経験は

自己一人の経験にのみ限定されるものではなく,｢父祖敷世間ノ経験｣ノ ｢遺

侍｣に基くとし第三の説として ｢遺侍論｣を主張する16)0

此遺侍論ニヨル トキ-道徳心ノ人 卜世ニヨリテ異ナル所以モ其初メテ生
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ズル所以モ其次第二蓉達スル所以モ皆知ルコトヲ得ベシ蓋シ人其一生間

経験上得ル所ノ道徳心ハ之ヲ其子二侍へ子-又其一生間経験上得ル所ノ

道徳心ヲ其孫二侍へテ未ダ費達セザル道徳所ノ次第二進デ己二費達シタ

ル道徳心ヲ生ズルニ至ルベシ之ヲ遺侍順鷹ノ規則 卜云フ傾度 トノ㌔)人ノー

生問外界ノ事物二接シテ自髄ヲ襲化シテ其事情二適合スルモノニシテ所

謂経験是レナリ此遺停 卜順慮相合シテ始メテ道徳ノ進化ヲ見ルナリ是レ

道徳ノ社食 卜共二進化スル所以ナリ｡(『要論』S.161f)

即ち良心は先立つ世代の経験によって形成され子孫に ｢遺侍｣されると共

に,各世代の ｢経験｣- 社会環境との ｢順鷹｣｢適応｣によ って変化発達

する｡この ｢遺席順鷹ノ規則｣か ｢進化ノ定則｣であり,これによって良心

又道徳も社会と共に ｢進化｣するのである｡

以上の論之を要するに道徳上愛他の公情は自愛の私情より発達し利他の

行為は自利の行為より進化し善悪の思想は苦楽の感覚より成来せりと云

ふにあり是れ全く進化自然の結果にして (中略)今日進化の原理は天地

寓物諸学諸術の通則となりし以上は道徳濁り其規則の外に立つの理あら

んや語を換へて之を言へは天地も進化し寓物も進化し動物も進化し人類

も進化し心性も進化し社合も進化せし以上は道徳亦進化の結果ならざる

へからす｡(『倫理摘要』第 6章第62節 ｢進化論は蔦有の通則なること｣

rS.170f.)

以上に明らかなように,進化論に甚く功利主義倫理,これか井上の第 Ⅰ期

における scienceとしての倫理学の基本であったということかできる｡

ⅠV

1890年10月 ｢教育勅語｣か公布され,文部省の委嘱を受けその解説書の作

製執筆に当ったのか井上哲次郎である｡井上は翌91年出版 したこの 『勅語術

義』において,その 『倫理新説』の立場を全く転換した ｢考悌忠信及ビ共同
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愛国｣を ｢不変ノ徳義｣とする国家主義的道徳論を展開した17)｡井上円了も

やかて同様の軌跡を辿る｡

1893年出版された 『日本倫理学案』は,冒頭に ｢教育勅語｣の本文及びそ

の略解を掲げ,同書の ｢精神は徹頭徹尾｡勅語の本旨に本づ｣く｢園鉢主義｣

に立つものであるとする (｢序言｣)0

井上は ｢人倫,道徳の原理は｡世の古今を間はず｡園の内外を別かたず｡

常に一定して二｣無さことを認める｡しかし同時に ｢風俗,習慣,政治,園

林等の諸事情に慮じて｡一国一社会に特有なる道徳を生ず｣るとし(S.20),

道徳の歴史性 ･社会性を認める｡

而して其の特有なる道徳中に｡一膝の理法の貫通して存するあり｡此の

理法を講究して｡原理,原則を定むる者｡之れを倫理学中の,理論に属

する部分とし｡其の世と園との事情に慮じて生ずる襲化異同を講究する

もの｡之れを倫理学中の,鷹用に属する部分とするなり｡慮用に属する

部分に｡亦,理論と茸際との別ありO即ち道徳の,世と園とに鷹じて異

なる理由を講究するは｡謂はゆる理論なり｡其の理論己に一定せりと仮

定して｡唯,其の方法のみを修習するは,謂はゆる茸際なり｡今,余は

便宜の為めに｡其の学問中,理論の一方を講ずるものを｡理論的倫理学

と名づけ｡鷹用に捗りて講ずるものを｡賓際的倫理学と名づく｡之れに

封して｡技術に関する方を｡修身法,若しくは修身術と名づく｡而して

余か是れより講述せんとするものは｡此の賓際的倫理学なり｡即ち一国,

一社合に一種特有の道徳を生ずる原因,事情を論定するものなり｣.

(第 1講緒論第 1節 S.20ff.)
即ち井上は倫理の普遍的原理の存在を認め,之を前提としてその日本社会

における具現 ･特殊相を究明する実際的倫理学として ｢日本倫理学｣を提唱

する｡問題はしかしその方法- 普遍的原理と特殊的具現との弁証法のsys-

tematischな把握の方法と論理である｡しかるに井上は ｢教育勅語｣を無条

件に ｢我か邦の教育,道徳の方針｣を｢一定｣するものとして前提する｡この

結果 ｢理論的倫理学｣の基本問題,即ち ｢人生窮寛の目的｣と ｢善悪の一定
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の標準｣｢良心の起源,意志の自由,行為の進化｣等に関する議論は,｢賓際

上,之を見るときは｡賓に迂潤の論たるを免れず｣とする18)0

賓際的倫理学として講究すべき問題は｡目的標準の如何,良心意志の如

何の鮎にあらずして｡一国一社合の道徳は,如何なる方針を取り,如何

なる方法を用ふべきかを論定するにあり｡語を換へて之れを言はば.一

国一社合の政治,園鉢,人情,風俗に遠慮する責際上の道徳を講究する

にあり｣｡(｢緒論｣第 6節 S.32f.)

即ち実際的倫理に基礎づけを与える普遍的倫理原理の論理的 ｢考定究明｣

- それは井上か第 Ⅰ期において scienceとしての倫理学の基本課題,倫理

学を倫-理学 (サイエンス)たらしめる根拠であった- は放棄される｡普

遍的原理に基づいて実際的倫理か演揮され基礎づけられるのではない｡倫理

は既成の ｢一団,-社食の政治,園鉢,人情,風俗｣への ｢適度｣という観

点から定められる｡それは既存の国家社会の体制,政治の手段であるのにす

ぎない｡井上は日本 ･中国 ･西洋には各々固有の国体かあり,｢各国皆,其

の国鉢を異にする以上は.教育,人倫の適用もO亦,之に慮じて異にせざる

べからず｡猶は人鉢異なるときは｡衣服の裁制をも異にせざるべからざるが

如し｣という19)｡正に倫理は衣服の如く体 (刺)に応じ用いられる社会生活

上の外面的手段に他ならないのである｡それは人間存在の内面的理法ではな

い｡
このような認識に立つ限り当然 ｢教育も道徳も｡倶に此の国林を基本とし

て｣組織されることとなる｡『日本倫理学案』の目指 したもの ｢是より講ずる所

は｡我国鉢の上に｡教育道徳を適用し乗りて｡勅語の聖意を遵奉 し｡以て日

本一種固有の倫理を論定せんとするにあり｣20)｡ 井上がここで主張する ｢我

が邦特有の園林｣は,会沢安の 『園鉢新論』に始まる記紀の神代説話により

作 られた虚構に他ならない21)｡井上はしかし第 Ⅰ期の 『倫理通論』において

は ｢倫理学ハ徹頭徹尾道理ヲ以テ論定スルコトヲ要スルナリ古代ノ修身学ノ

如キ偲定臆想ヲ以テ立テクルモノ-決シテ今日ノ倫理学ヲ組成スベカラザル

-明カ｣22)であるとしている｡また勅語の如き政治上の ｢君主｣の所説に行
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為の規範 ｢標準｣を求めることも,ホップスの説を論ずる箇所において,吹

のように明確にこれを却けている｡

君主ヲ以テ道徳ノ基本 トスルが如キ-唯一時ノ便宜二出デタルノニ過ギ

ズシテ決シテ道理上許スベキモノニアラズ若シ果シテ君主ヲ標準 卜許ス

トキ-道徳-政治卜同ジク園ニヨリテ異ナルニ至ルベシ且ツ政治卜道徳

トノ混同ヲ免レズ｡(『倫理通論』第47章,S.113f.)

井上がこの思想的立場を貫いていたならば真の近代的倫理学形成の道を拓

き得たであろう｡一般に近代国家は宗教 ･倫理の問題に関しニュートラルで

あることを基本的性格とする｡しかし教育勅語公布の直接的機因となったも

のは,90年 2月の民心離帝への対策として徳育の基本の確立を求めた地方長

官会議の提議であった｡それは正しく行政の要請に基くものであり ｢政治卜

道徳ノ混同｣に他ならない｡なお教育勅語の起草に当った井上毅 (法制局長

官)は,勅語案文起案の原則に関して,立憲政体下においては ｢君主ハ臣民

之良心之自由に干渉｣するべきではなく,かつ ｢哲学上ノ理論｣に触れるこ

とは避けなければならない,｢道之本源論-唯夕専門ノ哲学者ノ穿聖二任ス

ベシ君主ノ命令二依リテ定マルベキ者二非ズ｣と述べている23)｡井上は正に

専問の哲学者として ｢道之本源｣についての原理的研究をその任とする立場

にあったに拘らず- そして第 Ⅰ期においてはそれを試みていたにも拘らず

- 第Ⅱ期においてはそれを放棄した｡『日本倫理学案』は教育勅語を無条

件に前提とし,その論は唯勅語が ｢園林の精華｣とする ｢忠孝｣が ｢人倫の

大本｣たることを追認し,理由づけることにのみ終始する24)｡第 Ⅰ期におい

て善悪の標準とされた ｢兼愛｣は全く説かれなくなる25)｡同年 7月に刊行さ

れた 『忠孝括論』においては,｢進化論｣は ｢開費論｣26)に変容し,｢良心｣は

｢宇宙ノ本鉢ナル理想｣の開発による霊智であり,｢忠孝｣そのものであると

されるに至るのである27)｡
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Ⅴ

井上円了における第 Ⅰ期から第Ⅱ期への思想的立場の転換をもたらしたも

のは何か｡

その第一は当時における社会の国家主義的風潮,天皇制絶対主義国家形成

の動きであることは勿論である｡しかしここでは井上の思想自体の中にその

理由を考えて見たい｡(紙数の関係上,要点のみを挙げるにとどめる｡)

井上は進化論を事実上も理論上も疑うべからざる科学的原理として,第Ⅰ

期において倫理学をこれに基礎づけた｡しかし1880年代の日本において進化

請.所謂 ｢大学の進化論｣が果した社会的機能は,近代自然法思想に基づく

天賦人権論に対するアンチ･テーゼたる優勝劣敗-現実肯定の理論たるとこ

ろにあった28)｡その限り,進化論に依拠する井上の倫理説は本来,その近代

性に限界を有していたのである｡

井上は又進化論に立つことにより,良心天賦説を却け,良心を遺伝二進化

によって説明する｡しかし天賦良心の観念こそヨーロッパ,特に近代ヨーロ

ッパにおいて人間の内面的自由,個人の主体性を確立する基本的契機であっ

た29)｡これを進化論的に解釈することは,結果として個人の良心を種的現実,

民族国家の現実の中に埋没させる危険をもつ｡有限な人倫に対する忠孝を以

って良心と同一視する井上の第Il期の解釈は,その第 Ⅰ期の立場はすでにそ

の根拠を内包していたのである｡

注

1) 『仏教活論』序論 (1887)｡『明治文化全集』第11巻 ｢宗教編｣所収(S.383f.)0
2) 『虞理金針』三編 (1887)0S.880

3) 『倫理新説』緒論｡

4) 井上は,孔丘の ｢太極｣,老牌の ｢無名｣,釈迦の ｢如来蔵｣,ヘラクリトス
ヂング丁ンジL=

の ｢特化｣.アナキサゴラス ｢寓有叡智｣,韓圏 ｢資 体｣,スピノザ ｢蔦
サブスタンス Tブソl)ユ=てト
有本体｣,セルリング ｢絶 封｣等,すべて井上のいう｢寓有成立｣と概念を等

しくし唯その名を異にするものと断定する (S.40f.)0
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5) 井上の思想形成に影響を与えた者として今一人,東京大学の外国人教師であ

った E.Fenollosa (1835-1908)が考えられる｡東京大学在学中に井上が

Fenollosaから受けた講義は,論理学,近世哲学史 (Text:Scbwegler『哲

学史』の英文抄訳),近世哲学 (Kant,Hegel),世態学 (社会学,Spencerの

社会進化論を中心とする)等であった｡山口静- 『フェノロサ』上,第 3章 ｢東

京大学におけるフェノロサ｣参照｡

6) 『倫理摘要』緒言｡

7) 『倫理通論』緒論,第 1章 ｢倫理学ノ義解｣S.3ff.

8) 『倫理通論』第9篇 ｢諸説分類｣｡『倫理摘要』第 8章 ｢結論｣｡

9) 『倫理通論』第2篇第29章.S.69ff.

10) 『倫理通論』第3篇第50章 ｢賓利ヲ以テ標準 トスル説｣S.120ff.

ll) 『倫理通論』第3篇第54章 ｢増進幸福ヲ以テ標準 トスベキコト｣S.127ff.

12) 井上哲次郎,元良勇次郎,中島力造編 『英独仏和哲学字嚢』Cbnscience項,

｢良心,本心 (按,良心,本心皆出干孟子)｣｡

13) 朱書 『孟子集注』｡

14) 井上哲次郎の F倫理新説』に対する書評において,植村正久は次のように述

べている｡｢抑倫理 ノ説 タルヤ良心ノ性質及ビ道徳ノ性質即-チ語ヲ更メテ之

レヲ言へバ道徳ノ官能及ビ道徳ノ基祉標準ヲ併-セ説カザルベカラズ (中略)

今著者-化酵二本キテ一個ノ倫理新鋭ヲ世二公示セラレントス,必ズヤ化酵論

二由リテ道徳上ノ心理ヲ弁明セラレザルベカラズ吾人ノ良心-如何ニシテ起因

セシモノナルヤ (中略)余輩井上氏二望ムニ斯等ノ事項ヲ十分二説明シ更二日

宗 ノ新誌 ノ示サ レンコトヲ以テスルモ敢テ不嘗ノ要求二非ルベシ｣｡(｢『倫理

新説』浸評｣F六合雑誌』39号,83年11月｡『植村正久とその時代』第 5巻所

収.)｡なおこの点に関しては,拙稿 『大西祝 ｢良心起源論｣の倫理思想史的考

察』(｢秋田大学教育学部研究紀要｣第24号)0

15) 『倫理通論』第4篇道徳本心,第60章～67章｡

16) 『同』第69章～75章｡

17) 拙稿 『日本近代倫理学の形成.Ⅰ』(｢秋田大学教育学部研究紀要｣第21集)0

18) 『日本倫理学案』緒論第3節第4節,S.24ff.

19) 『同』第2講 ｢責際的倫理論｣S.39f.

20) 『同』第3講 ｢日本国鉢論｣第16節 ｢我が邦の教育道徳の,図林を本とする

こと｣S.59f.

21) 『同』第17節～第21節｡

22) 『倫理通論』S.30f.

23) 山県有朋宛井上毅書簡,明治23年6月20日｡(文部省教学局編 『教育に関す

る勅語換発五十年記念資料展覧図録』所収)0

24) 井上は第 1期においても ｢護国愛理｣(F仏教括論』序論)をその思想的立場

として標傍する｡しかし第 1期においては 『真理金針』におけるキ1)スト教批
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判においてもその論点はキリスト教の非論理性 ･非科学性に向けられ,国家主

義的国体論的見地からの批判は全く行っていない｡船山信一 『明治哲覚史研究』

S.147.

25) 第Ⅱ期において ｢兼愛｣の語が全く見られなくなるのは,井上哲次郎の F勅

語術義』において｢兼愛｣(井上の場合墨子のそれである)が国家至上主義的立場

と相容れざるものとして批判されたことと関係があろう｡

26) 『忠孝括論』によれば,進化には ｢物界ノ進化｣と ｢心界ノ進化｣が存する｡

スペンサーの説く進化論は ｢外形的即チ物質的進化論｣に過ぎず,真の進化論

は ｢客観主観ガ結合シタ｣絶対 (万有ノ実体,理)が ｢其内部二有スル所ノ勢

カニヨッテ次第二開署シテ物心両界ヲ現示ス｣るとする ｢閑蓉論｣でなければ

ならない｡(『忠孝括論』第4講 ｢開蓉論｣｡)

27) ｢宇宙ノ本林ナル理想即神漸ク開蓉シテ純不純ノ二束ヲ化生シ人類-純中ノ

純気ヲ裏ケテ形成セリ人中ノ純気内二蓉シテ-霊智 トナリ良心 トナリ忠孝トナ

リ外二結テ-社合国家ヲ合成セリ｣｡F同』S.61f.

28) 麻生義輝 『近世E]本哲学史』第 5篇｡松本三之介 F天皇制国家と政治思想』

なお明治初年の代表的天賦人権論者であった加藤弘之が,自ら従来の天賦人

権論を謬見妄説として否定その立場を転じたとき,その根拠とされたものが進

化論であったことは良く知られている｡加藤が (当時東京大学綜理)進化論の

立場に立つ 『人権新説』を発表したのは,井上が東大在学中の82年であった｡

29) 拙稿 『大西祝 ｢良心起源論｣の倫理思想史的考察』｡

(筆者 岩手大学人文社会科学部教授)
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